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外貨預金10
外貨預金（普通・定期）につきましては、2021年1月4日以降、次のとおり変更いたします。
旧十八銀行にて外貨預金をお持ちのお客さまには、通帳発行のくわしいお手続きなどに
ついて個別にご案内いたします。

1.外貨普通預金

口座番号が変更となります。変更後の口座番号は、新規に発行した通帳に記載いたしますので、
ご確認ください。

現在通帳を発行しておりませんが、通帳方式に変更いたします。旧十八銀行の外貨預金を
お持ちのお客さまはお手数ですが、2021年1月4日以降お取引店の窓口にて通帳発行の手続
きをお願いします。なおご来店の際には「お届け印」「本人確認資料（運転免許証や健康保険
証など）」をご持参ください。
通帳の発行に伴い、「お取引明細表」のお客さま送付（年２回/1月・7月）は終了いたします。

※補助通貨とは・・・各国の通貨の取引において、1通貨単位未満の金額などを表します。例えばドルやユーロはセントが
補助通貨となります。

変更内容
利息決算日 毎年2月・8月の第2日曜日 毎年2月・８月の第3日曜日
付利単位 1通貨単位 1補助通貨（※）単位

変更前（2020/12/30まで） 変更後(2021/1/4以降)

通帳発行

口座番号

上記以外の主な商品内容の変更

2.外貨定期預金（自動継続型）
変更内容
付利単位 10通貨単位 1補助通貨（※）単位

期間１ヵ月定期の満期案内 送付 送付廃止
最低預入金額 500通貨単位 1,000通貨単位

変更前（2020/12/30まで） 変更後(2021/1/4以降)

投資信託・公共債9

投資信託の口座番号を変更いたしますが、お客さまのお取引に影響はございません。新し
い口座番号は、お取引時に送付する取引報告書等に表示されますので、ご確認ください。
その他の主な変更点は次のとおりです。

1.通帳発行
現在通帳を発行しておりませんが、通帳方式に変更いたします。旧十八銀行の国債等
公共債の残高があるお客さまは2021年1月4日以降、お手数ですがお取引店の窓口にて
通帳発行の手続きをお願いします。なおご来店の際には「お届け印」「本人確認資料（運
転免許証や健康保険証など）」をご持参ください。また「取引残高報告書」による残高通
知は2020年12月末基準分をもちまして終了いたします。
2.償還通知
償還月の前月に「償還のお知らせ」を郵送いたします。
3.個人向け国債のWEB取引開始
インターネットバンキングで個人向け国債の購入・売却が可能になります。ただし、イン
ターネットバンキング（公共債）のお申込みが別途必要です（通帳発行済のお客さまが
対象となります）。
4.売却不可日
「利払日の10営業日前から利払日前営業日まで」は売却ができません。
5.銘柄名
銘柄名の表記を変更いたします。変更後の銘柄名は、通帳のお預かり明細欄にてご確認
ください。

※1 購入日を13日、28日以外に変更する場合は、システム統合後（2021年1月4日以降）に変更のお手続きをお願いいたします。
※2 購入日当日早朝に引落をおこないますので、購入日前日までに指定預金口座へご入金願います。
※3 一般コースでお持ちのファンドについては、分配金受取方法の変更はできません。

分配金の入金日
ファンドの一部解約

積立購入日

解約代金等の入金方法

積立投信の購入代金引落日

積立投信の「休止」の取扱い

分配金受取方法の変更

約定金額全額を入金後、
源泉徴収税額を別途引き落とし

再投資コースで保有するファンドについて、
再投資←→受取の変更が可能です（※3）

毎月の購入日は任意の日を指定可能(※1)

購入日当日（※2）

取扱なし

購入日の前営業日

取扱なし

契約を一定期間休止することが可能

毎月13日または２８日のいずれかを指定

約定金額から源泉徴収税額を差し
引いた金額を入金

口数指定解約のみ口数指定解約または金額指定解約
決算日の翌営業日決算日の5営業日後

変更前（2020/12/30まで） 変更後(2021/1/4以降)

投資信託

公共債

1.お届け印
投資信託口座・公共債口座のお届け印は、各口座の指定預金口座のお届け印へ変更いた
します。
投資信託につきましては、相続等の一部を除く通常のお取引（購入・解約等）において、
指定預金口座の暗証番号を入力することで押印不要でお手続き可能となります。
2.電子交付サービス
旧十八銀行の「電子交付サービス」は、2021年1月4日以降、旧親和銀行のサービスに
移行いたします。対象のお客さまへは個別にご案内を郵送いたしておりますので、ご確認
願います。

投資信託・公共債共通商品・サービスの変更やご留意事項（旧十八銀行編）（続き）
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旧十八 旧親和
手続要 変更なし

旧十八 旧親和
手続要 変更なし


